大阪府条例第　　　号
　　　職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
第一条　職員の特殊勤務手当に関する条例（平成十年大阪府条例第四十一号）の一部を次のように改正する。
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に傍線で示すように改正する。
	改正後
	改正前

	
	

	（死体取扱手当）
第十一条　（略）
　一　人事委員会規則で定める機関に勤務する職員（給与条例第八条第一項の規定により給料の調整額が定められた職に在職する職員を除く。）が、死体解剖保存法（昭和二十四年法律第二百四号）第八条第一項の規定による死体の検案又は解剖に関する業務に従事したとき。
　二　（略）
２　（略）
　一　（略）
　　イ　医師及び臨床検査技師　六百五十円
　　ロ　（略）
　二　（略）

（教員特殊業務手当）
第十八条　（略）
２　（略）
	業　務
	区　　分
	手 当 の 額

	（略）
	（略）
	（略）

	前項第四号に掲げる業務
	一　週休日又は指定日等において、従事した時間が引き続き三時間以上であるとき。
二　四時間勤務日等において、正規の勤務時間以外に従事した時間が引き続き三時間以上であるとき。
	三、九〇〇円

	
	三　週休日又は指定日等において、従事した時間が引き続き二時間以上三時間未満であるとき。
四　四時間勤務日等において、正規の勤務時間以外に従事した時間が引き続き二時間以上三時間未満であるとき。
	二、六〇〇円

	（略）
	（略）
	（略）



（併給禁止）
第二十一条　人事委員会規則で定める機関に勤務する職員のうち、給与条例第八条第一項の規定により給料の調整額が定められた職に在職する職員については、防疫等作業手当（第九条第一項第一号イからハまで及び第五号イからハまでに掲げる業務に係るものに限る。）は支給しない。
２―５　（略）
	（死体取扱手当）
第十一条　（略）
　一　人事委員会規則で定める機関に勤務する職員（医師である職員を除く。）が、死体解剖保存法（昭和二十四年法律第二百四号）第八条第一項の規定による死体の検案又は解剖に関する業務に従事したとき。


　二　（略）
２　（略）
　一　（略）
　　イ　衛生検査技師　六百五十円
　　ロ　（略）
　二　（略）

（教員特殊業務手当）
第十八条　（略）
２　（略）
	業　務
	区　　分
	手 当 の 額

	（略）
	（略）
	（略）

	前項第四号に掲げる業務
	一　週休日又は指定日等において、従事した時間が引き続き四時間以上であるとき。
二　四時間勤務日等において、正規の勤務時間以外に従事した時間が引き続き四時間以上であるとき。
	三、六〇〇円

	
	三　週休日又は指定日等において、従事した時間が引き続き二時間以上四時間未満であるとき。
四　四時間勤務日等において、正規の勤務時間以外に従事した時間が引き続き二時間以上四時間未満であるとき。
	一、八〇〇円

	（略）
	（略）
	（略）



（併給禁止）
第二十一条　人事委員会規則で定める機関に勤務する職員のうち、給与条例第八条第一項の規定により給料の調整額が定められた職に在職する職員については、防疫等作業手当（第九条第一項第五号イからハまでに掲げる業務に係るものに限る。）は支給しない。

２―５　（略）

	
	


第二条　職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を次のように改正する。
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に傍線で示すように改正する。
	改正後
	改正前

	
	

	（災害応急作業等手当）
第六条　（略）
　一　気象業務法（昭和二十七年法律第百六十五号）第十四条の二第一項から第四項までに規定する警報がされている状況下（これに相当するものとして人事委員会規則で定める場合を含む。）において、土木事務所その他の人事委員会規則で定める機関に勤務する職員が、第三条第一項第四号イからニまでに掲げる箇所又は次に掲げる箇所において巡回監視、応急作業又は応急作業のための災害状況の調査の業務に従事したとき。
　　イ―ト　（略）
　二―五　（略）
２・３　（略）
	（災害応急作業等手当）
第六条　（略）
　一　気象業務法（昭和二十七年法律第百六十五号）第十四条の二第一項又は第二項に規定する警報がされている状況下（これに相当するものとして人事委員会規則で定める場合を含む。）において、土木事務所その他の人事委員会規則で定める機関に勤務する職員が、第三条第一項第四号イからニまでに掲げる箇所又は次に掲げる箇所において巡回監視、応急作業又は応急作業のための災害状況の調査の業務に従事したとき。
　　イ―ト　（略）
　二―五　（略）
２・３　（略）

	
	


　　　附　則
　この条例中第一条の規定は令和八年四月一日から、第二条の規定は規則で定める日から施行する。
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